
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

年末年始無災害運動に合わせ建設業労働災害防止 

合同安全パトロールを実施します 
 

 ～岩手労働局・岩手県・建設業労働災害防止協会岩手県支部 

による三者合同安全パトロールを実施～ 

 
 

岩手労働局（局長：永田
な が た

 有
たもつ

）は、年末年始における建設業の労働災害防止の取

組促進のため、岩手労働局、岩手県県土整備部（部長：八重樫
や え が し

 弘明
ひろあき

)及び建設業労

働災害防止協会岩手県支部（支部長：木下
きのした

 紘
ひろし

）の三者による土木工事現場に対す

る合同安全パトロールを下記のとおり実施します。 

岩手労働局管内の建設業における平成 30年の休業４日以上の労働災害は、10月

末現在で 213人にのぼり、昨年同期の 209人と比べ４人（1.9％）増加、死亡労働者

数は９人で昨年同期より３人増加しており、依然として多くの労働者が被災してい

る状況にあります。 

また、年末に向けて建設工事が多忙となることに加え、冬季を迎えて作業環境が

悪化することによる墜落・転倒・交通事故などの発生が懸念されるところです。（別

紙１参照） 

このような状況から、行政･発注者･労働災害防止団体の三者が合同で安全パトロ

ールを実施し、建設業における労働災害防止の徹底を図ることとしています。 

 

記 
 
１ 日 時 平成 30 年 12 月 14 日（金） 午前 10 時 30 分～ 
 
２ 対 象 工事名：一般県道大ヶ生徳田線（仮称）徳田橋下部工（その２）工事 

施 工：オリエンタル白石㈱・㈱平野組特定共同企業体 
（現 場：盛岡市黒川地内徳田橋上流側河川敷） 
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３ 安全パトロール実施者 

・岩手労働局（労働基準部） 

・岩手県（県土整備部及び盛岡広域振興局土木部） 

・建設業労働災害防止協会岩手県支部（及び盛岡分会） 

 

４ 安全パトロールの内容 

   午前 10時 30分 合同安全パトロール開始。 

          橋脚工事等について安全パトロールを実施する。 

   午前 11時 30分 現場において作業員の方々に集まっていただき、岩手労働 

局長及び県土整備部長から訓示、建災防岩手県支部長から講

評、労働局から過重労働解消の要請を実施。 

その後、施工者挨拶、作業員代表による安全宣言。 

   午前 12時 00分 合同安全パトロール終了。 

 

５ 現場への行き方 

  車で現場に取材に来られる方は、別紙２現場案内図の赤い矢印を番号のとおり

進み、北上川左岸の河川敷駐車場までおいでください。 

  なお、駐車場までは、県道大ヶ生徳田線から堤防上の河川管理用道路を南下し

て河川敷に降りていただきますが、河川管理用道路は道幅が狭いため、通行する

際は十分ご注意ください。（お帰りの際は、逆コースで通行願います。） 

 

取材に当たっての留意事項について（お願い） 
 

１ 現場に午前 10 時 30 分までに入場されるようお願いします。 
２ 駐車場は、別紙２の案内図のとおり北上川河川敷です。現場工事関係者の誘導に従 
って駐車してください。 

３ 保護帽（ヘルメット）、長靴、防寒服の着用をお願いします。 
４ 現場での取材に際しては、安全のため、現場工事関係者の指示に従っていただくよ 
うお願いします。 

５ 取材を希望される場合は、報道機関名、現場入場者数を 12 月 12 日（火）午後 5 時 
までにご連絡をお願いします。 

６ 現場は河川敷のため、天候の悪化や河川の増水等によって工事が中止となる場合が 
ありますが、その際には安全パトロールも中止となります。中止の決定は前日 12 月
13 日の夕方までに行いますが、中止の場合は、取材希望のご連絡をいただいた報道機
関に岩手労働局からご連絡します。 
 

    連絡先：岩手労働局労働基準部健康安全課 担当 髙橋、福田 
        TEL 019－604－3007  FAX 019－604－1534 








